
船舶事故調査報告書 

平成３０年４月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 沈没 

発生日時 不明（平成３０年１月６日 １６時３０分ごろ～９日 ０６時５０分

ごろの間） 

発生場所 岩手県釜石市釜石港 

 釜石港北防波堤灯台から真方位１１３°１０９ｍ付近 

 （概位 北緯３９°１６.２′ 東経１４１°５３.８′） 

事故の概要  交通船平成
へいせい

丸は、無人で岸壁に係留中、沈没した。 

事故調査の経過 平成３０年１月１１日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

交通船 平成丸、５トン未満（長さ９.１０ｍ） 

２９３－１２３４６岩手、株式会社山元 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 左舷船側部外板下部に破口、主機等に濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西～西、風力 １～５、最大風速 １

３.０m/s（７日０９時２０分ごろ～１１時２０分ごろ） 

海象：海上 平穏 最高潮位 １３１cm（６日１７時３７分）、最低

潮位 １７cm（７日００時４２分） 

 事故の経過 本船は、釜石漁港にある修築中の離岸堤に係留しているランプウェ

イ台船までの交通船として従事していたところ、平成３０年１月６日

の作業を終え、船首尾から各３本の係船索を取って‘釜石漁港修築岸

壁’（以下「本件岸壁」という。）に船首を南方に向けて左舷着け係留

し、１６時３０分ごろから無人となった。 

本船は、２日間の休業の後、９日０６時５０分ごろ本件岸壁前面の

海底に船尾を下にして沈没しているのが発見された。 

本船は、左舷船側部外板下部に破口（長さ約２０mm、幅約８mm）が

発見された。 

本船の両舷船側部外板上部には、タイヤが取り付けられていた。 

本件岸壁には、３ｍ間隔でゴム製棒状防舷物が固定されていた。 

船長は、本船が、西方からの強風（約１３～１５m/s）で動揺し、

本件岸壁の防舷物のない部分に接触した左舷船側部外板下部に破口が

生じ、船内に浸水して沈没したのではないかと本事故後に思った。 

船長は、係船時、潮の干満を考慮して係留索に約１ｍの緩みをもた

せていた。 

分析  本船は、釜石港において、無人で本件岸壁に左舷着け係留中、左舷

船側部外板下部に破口が生じて船内に浸水したことから、沈没したも



のと考えられる。 

 本船は、１月６日１６時３０分ごろに無人となり、９日０６時５０

分ごろに沈没しているのが発見されたことから、この間において沈没

したものと考えられる。 

本船は、西方からの強風時に動揺し、本件岸壁の防舷物がない部分

に接触して左舷船側部外板下部に破口が生じた可能性があると考えら

れる。 

原因  本事故は、本船が、釜石港において、無人で本件岸壁に左舷着け係

留中、左舷船側部外板下部に破口が生じて船内に浸水したため、沈没

したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・岸壁に係留する際は、係留時における潮汐の変動、強風、高波を

考慮し、アンカーを打ち、岸壁から離して係留する等、適切な方

法を選定すること。 

 ・係留岸壁との接触防止のために適切な位置等にフェンダーを設置

すること。 

 


